
図1 民間事業者による感染症患者移送の基本的な流れ

※ ②〜⑥までは、感染症の流行状況等によって変更されることがある。民間事業者が実施するのは、①⑦⑧となる。
③については保健所等が実施する場合がある。
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終了

図2 感染症患者の移送における民間事業者のフロー



図3 感染症専用の車両及び現在の救急車等を改造した場合のモデル 

感染症の患者の移送の手引きについて（平成16年３月31日付け健感発第0331001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知） より抜粋



表 感染症患者の移送に関する基本的な考え方のポイント

基本的な考え方のポイント 内容

患者の安全の確保

• 適切な資機材による移送

• 緊急時の適切な対応

• 人権への配慮

移送従事者等の安全の確保

• 基本的な感染症対策

• 病原体の特性に応じた感染拡大防止対策 

• 移送従事者の感染防止対策 



消毒薬の抗微生物スペクトラム

◼ アルコール製剤は、エンべロープウイルス（脂質膜を含む）：インフルエンザウイ
ルス、ヘルぺスウイルス、コロナウイルス等には有効

◼ ノンエンべロープウイルス（脂質膜を含まない）:アデノウイルス、エンテロウイル
ス（コクサッキーウイルス等)）、ノロウイルス、ロタウイルス等 に対しては次亜塩
素酸ナトリウム製剤が有効

分類 定義 芽胞 ウイルス 糸状真菌 結核菌 酵母様真菌 一般細菌

高水準
消毒

全ての微生物を
死滅させる（芽
胞多数を除く）

中水準
消毒

結核菌、栄養型
細菌、一部のウ
イルス、一部の
真菌を死滅する
が、必ずしも芽
胞を殺滅しない

低水準
消毒

ほとんどの栄養
型細菌、ある種
のウイルス、あ
る種の真菌を殺
滅する

グルタラール製剤
フタラール製剤
過酢酸製剤

次亜塩素酸Na製剤
アルコール製剤
ポピドンヨード製剤

クロルヘキシジン製剤
第四級アンモニウム製剤

両性界面活性剤

熱水

白石 正.知っておきたい消毒薬の知識. 日内会誌 99:1916~1922，2010 
山口 諒・高山 和郎. 消毒薬， 〈総説〉その実践と基礎知識.環境感染誌 Vol.32no.6,2017 より改変し作成
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白石 正.知っておきたい消毒薬の知識. 日内会誌 99:1916~1922，2010 より一部改変し作成
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/99/8/99_1916/_pdf

消毒薬の分類と特徴 

分類 消毒液
作用機序

（仮説を含む）

適応対象

主な特徴及び注意点
生体 器具 環境

高水準消毒液

グルタラール 蛋白合成阻害 × ○ ×
アルデヒドガスが発生
換気に注意

フタラール 蛋白合成阻害 × ○ ×
超音波白内障手術器具
膀胱鏡に使用禁止

過酢酸 
蛋白合成阻害
膜透過性障害

× ○ × ゴム類劣化金属腐食性有り

中水準消毒液

次亜塩素酸ナトリウム 
酵素反応阻害
蛋白変性

× ○ ○
金属腐食性有り
酸性洗浄剤と併用禁止

アルコール製剤
蛋白変性
代謝阻害

○ ○ ○
揮発に注意
創部使用禁忌

ポピドンヨード（ヨードホール）
蛋白構造障害
脂質変性

○ × ×
塗布後乾燥
粘膜使用可

低水準消毒液

クロルヘキシジングルコン酸塩 膜透過性障害 ○ ○ ○
粘膜使用禁忌
綿吸着性有り

第四級アンモニウム塩
ベンザルコニウム塩化物
ベンゼトニウム塩化物 

蛋白変性
膜透過性障害

○ ○ ○
粘膜使用可
綿吸着性有り

両性界面活性剤
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 

膜透過性障害 × ○ ○
長時間の接触で結核菌に有効
洗浄性高い
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塩素消毒剤の作り方 〜ノロウイルス対策 を中心に〜

介護現場における (施設系 通所系 訪問系サービスなど) 感染対策の手引き 第3版 より一部抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

【ポイントとなる環境の清掃】
◼ 汚れた手が触れるところ（手すり、ドアノブ、受話器（スマホ）など）
◼ 飛沫が飛び散る場所（洗面所、トイレなど）

➢ 噴霧ではなく、必ず拭き上げる。
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3. PPEの脱衣と廃棄
 手袋の手首に近い外（そと）側を掴む。
 手袋の外側をつまんで、片側の手袋を中表にして

外す。
 手袋を着用している手で外した手袋を持っておく。
 手袋を脱いだ手の指先を、もう一方の手首と手袋の

間に滑り込ませ、そのまま引き上げるようにして脱ぐ。
 2枚の手袋をひとかたまりとした状態で感染性廃棄

物として廃棄する。
 ゴーグルを外す際は両目の部分を左右の手で掴ん

で外す。
 フェイスシールドを外す際はヘッドバンドの部分を掴

んで外す。
 ゴーグル・フェイスシールドの外面、特に前面は汚

染しているため、触れないように注意する。
 エプロンの首の後ろを引いて首ひもをとる。ガウン

の場合は片方ずつ腕を抜く。
 エプロンの上部を腰ひもの高さまで折り込む。
 エプロンの左右の紐を腰ひもの高さまで持ち上げ、

患者に接する部分は触れないように外側を中にして
折り込む。

 後ろの腰ひもを切る。
 患者に接する部分は触れないように小さくまとめる。
 感染性廃棄物として廃棄する。
 アルコール手指消毒または衛生的手洗いを行う。

個人防護具（PPE） の着脱と廃棄 （エプロン・ガウン、
マスク、ゴーグル・フェイスシールド、手袋について）

一般社団法人 職業感染制御研究会. 感染予防のための個人防護具(PPE)の基礎知識とカタログ集 2022年版 より作成
http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_related.html

1. PPE装着前の配慮
 爪を適切に切ってあることを確認する。
 装飾品や腕時計を外す。
 袖が邪魔にならないようにする。

（例）袖をまくり両前腕を十分に露出するなど。

2. PPEの着用
 アルコール手指消毒または衛生的手洗いを行う。
 ガウン・エプロンを広げ、首の部分を持ってかぶる。
 体幹部分を覆う。
 腰ひもを後ろで結ぶ。
 患者に接する部分は触れないように裾を広げる。
 マスクを着用する。
 ゴーグルを着用する際は、眼部を確実に覆い、ズ

レ・緩みがないように調整する。
 フェイルシールドを着用する際は、眼部と顔面を確

実に覆い、ズレ・緩みがないように調整する。
 手袋を左右の手に装着する。
 ガウン着用時は、手首が露出しないよう手袋で袖口

まで覆う。
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個人防護具（PPE）の着脱の手順

一般社団法人 職業感染制御研究会. 感染予防のための個人防護具(PPE)の基礎知識とカタログ集 2022年版 より抜粋
http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_related.html
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川崎市消防局提供

上着とズボンを使用した個人防護具（PPE）の着脱の手順例 資料2-3



移送に際しての注意点・確認事項

【移送前の確認事項】
 移送患者

氏名：
年齢：
性別：

 発症日： 年 月 日

 移送先の医療機関
（  ）

 同乗者
無 ・ 有（ ）

【移送時の確認事項】
 発熱 （ ）℃
 咳嗽
 鼻汁・鼻閉
 息苦しさ
 呼吸困難
 頭痛
 嘔気・嘔吐
 下痢

わかれば

 SpO2 （ ）％
 呼吸数 （ ）回/分
 血圧 （ /    ）

【移送中の注意事項】
 車内の換気
 1処置1消毒（もしくは手洗い）
 自分の顔を触らない
 対面に立たない

移送の依頼 年 月 日 ：

【救急搬送を行う場合の目安】
以下の場合は、基本的に救急搬送が必要

⚫ 呼吸が荒い（呼吸回数が速い）
⚫ 顔色が悪い
⚫ 意識がない
⚫ けいれん

川崎市健康福祉局提供
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